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○ 庄 原 市 畜 産 振 興 補 助 金 交 付 要 綱  

平 成 3 0年 ３ 月 2 8日 告 示 第 3 2号  

改 正  

令 和 ４ 年 ３ 月 3 0日 告 示 第 2 8号  

令 和 ５ 年 ３ 月 3 1日 告 示 第 4 2号  

庄 原 市 畜 産 振 興 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 畜 産 農 家 等 に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 で 庄 原 市 畜 産 振 興 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と

い う 。 ） を 交 付 し 、 畜 産 経 営 の 安 定 化 を 図 る こ と に よ り 、 本 市 の 畜 産 振 興 に 資 す る た め 、 当 該 補 助

金 の 交 付 に 関 し 、 庄 原 市 補 助 金 交 付 規 則 （ 平 成 1 7年 庄 原 市 規 則 第 4 6号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要

な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ２ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 者 は 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。  

(１ )  市 内 に 住 所 を 有 し 、 市 内 で 和 牛 、 乳 用 牛 又 は 豚 を 飼 養 す る 畜 産 農 家 、 法 人 （ 市 外 の 企 業 が 経

営 す る も の を 除 く 。 ） 及 び 団 体 （ 以 下 「 農 業 者 等 」 と い う 。 ） で あ る こ と 。  

(２ )  家 畜 排 せ つ 物 の 管 理 に つ い て 、家 畜 排 せ つ 物 の 管 理 の 適 正 化 及 び 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律（ 平

成 1 1年 法 律 第 1 1 2号 ） の 規 定 を 遵 守 し て い る こ と 。  

（ 補 助 対 象 事 業 等 ）  

第 ３ 条  補 助 金 交 付 の 対 象 と な る 事 業 （ 以 下 「 補 助 対 象 事 業 」 と い う 。 ） 、 補 助 対 象 経 費 等 は 、 別 表

に 掲 げ る と お り と す る 。  

２  補 助 対 象 事 業 は 、 次 条 に 定 め る 交 付 申 請 を 行 う 年 度 の ４ 月 １ 日 以 降 に 実 施 す る も の と す る 。  

３  補 助 金 の 合 計 額 に 1 , 0 0 0円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て る 。  

（ 交 付 申 請 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。 ） は 、 庄 原 市 畜 産 振 興 補 助 金 交

付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ )  事 業 計 画 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

(２ )  収 支 予 算 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）  

(３ )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  前 項 に 定 め る 交 付 申 請 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 日 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 交 付 決 定 ）  
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第 ５ 条  市 長 は 、 前 条 の 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 補 助 金 の 交 付 を 決 定 し た

と き は 、 庄 原 市 畜 産 振 興 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 、 交 付 し な い こ と を 決 定 し た

と き は 庄 原 市 畜 産 振 興 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書（ 様 式 第 ５ 号 ）に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 届 出 等 の 義 務 ）  

第 ６ 条  前 条 に 定 め る 交 付 決 定 を 受 け た 申 請 者 （ 以 下 「 補 助 事 業 者 」 と い う 。 ） は 、 事 業 着 手 と 同 時

に 事 業 着 手 届 を 、 事 業 完 成 と 同 時 に 事 業 完 成 届 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 事 業 計 画 の 変 更 等 ）  

第 ７ 条  補 助 事 業 者 は 、 交 付 決 定 に 係 る 事 業 （ 以 下 「 補 助 事 業 」 と い う 。 ） の 計 画 を 変 更 し よ う と す

る と き は 、 庄 原 市 畜 産 振 興 補 助 金 計 画 変 更 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に 必 要 な 書 類 を 添 え て 市 長 に

提 出 し 、 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る 軽 微 な 変 更 の 場 合 は 、 こ

の 限 り で な い 。  

(１ )  補 助 事 業 の 目 的 の 達 成 に 支 障 を 招 く こ と な く 、 か つ 、 事 業 の 能 率 低 下 に 影 響 が 及 ば な い 細 部

に つ い て 行 う 変 更  

(２ )  補 助 事 業 に 要 す る 経 費 全 体 の 2 0パ ー セ ン ト 以 内 の 変 更  

(３ )  交 付 決 定 額 の 1 0パ ー セ ン ト 以 内 の 減 額 の 変 更  

２  市 長 は 、 前 項 に 定 め る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 こ れ を 承

認 し 、 庄 原 市 畜 産 振 興 補 助 金 計 画 変 更 承 認 通 知 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に よ り 当 該 補 助 事 業 者 に 通 知 す る

も の と す る 。  

３  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 を 中 止 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す る と き は 、 庄 原 市 畜 産 振 興 補 助 金 事 業 中

止 （ 廃 止 ） 申 請 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） に よ り 市 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 ８ 条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 が 完 了 し た と き は 、 庄 原 市 畜 産 振 興 補 助 金 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ９ 号 ）

に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 事 業 完 了 の 日 か ら 3 0日 を 経 過 し た 日 又 は 補 助 金 交 付 決 定 の 通 知 を 受 け

た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の ４ 月 2 0日 の い ず れ か 早 い 日 ま で に 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ )  収 支 決 算 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）  

(２ )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 補 助 金 の 額 の 確 定 等 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 前 条 に 定 め る 実 績 報 告 書 が 提 出 さ れ た 場 合 に お い て 、 当 該 補 助 事 業 の 成 果 が 交 付 決

定 の 内 容 及 び こ れ に 付 し た 条 件 に 適 合 す る と 認 め る と き は 、 交 付 す る 補 助 金 の 額 を 確 定 し 、 庄 原 市

畜 産 振 興 補 助 金 額 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 1 0号 ） に よ り 当 該 補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  
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２  補 助 事 業 者 は 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 、 庄 原 市 畜 産 振 興 補 助 金 交 付 請 求 書 （ 様 式

第 1 1号 ） に よ り 市 長 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。  

（ そ の 他 ）  

第 1 0条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 平 成 3 0年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 失 効 ）  

２  こ の 告 示 は 、 令 和 ７ 年 ３ 月 3 1日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し 、 令 和 ７ 年 ３ 月 3 1日 ま で に 、 こ の

告 示 の 規 定 に よ り 交 付 決 定 し た も の に つ い て な さ れ た 処 分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 な お そ の 効 力 を

有 す る 。  

附  則 （ 令 和 ４ 年 ３ 月 3 0日 告 示 第 2 8号 ）  

こ の 告 示 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 第 ２ 項 の 改 正 規 定 は 、 令 和 ４ 年 ３ 月 3 1

日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ５ 年 ３ 月 3 1日 告 示 第 4 2号 ）  

こ の 告 示 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

別 表 （ 第 ３ 条 関 係 ）  

事 業 名  補 助 対 象 経 費 等  補 助 率 等  

ア カ バ ネ 病 予 防 対

策 事 業  

繁 殖 用 和 牛 又 は 乳 用 牛 を 飼 養 す る 農 業 者 等

が 、 牛 異 常 産 の 予 防 を 目 的 に 実 施 す る ワ ク チ

ン 接 種 に 要 す る 経 費  

補 助 対 象 経 費 の ３ 分 の １ 以 内 。た

だ し 、１ 年 間 １ 頭 当 た り １ 回 を 限

度 と し 、１ 回 当 た り の 対 象 経 費 の

上 限 は 、牛 異 常 産 三 種 混 合 ワ ク チ

ン 単 価 と す る 。  

繁 殖 用 和 牛 造 成 推

進 事 業  

 

１  補 助 対 象 経 費  １  基 本 額  

和 牛 を 飼 養 す る 農 業 者 等 が 基 礎 牛 の 造 成 を

目 的 と す る 繁 殖 用 和 牛 の 導 入 又 は 自 家 保 留 に

要 す る 経 費  

１ 頭 当 た り ５ 万 円  

２  導 入 加 算  

 

２  補 助 対 象 要 件  １ 頭 当 た り ２ 万 円 以 内  

対 象 と な る 繁 殖 用 和 牛 （ 以 下 「 対 象 牛 」 と ３  増 頭 加 算  
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い う 。 ） を ３ 年 以 上 継 続 し て 飼 養 す る こ と 。   

３  そ の 他  １ 頭 当 た り ５ 万 円 以 内  

(１ )  同 一 の 対 象 牛 に 対 す る 補 助 は 、 １ 回

限 り と す る 。  

４  法 人 加 算  

 

(２ )  対 象 牛 の 死 亡 等 市 長 が 特 に 必 要 と 認

め た と き は 、 補 助 金 の 返 還 を 免 除 す る こ

と が で き る 。  

１ 頭 当 た り 1 0万 円 以 内 。 た だ

し 、法 人 加 算 は 、６ 頭 以 上 を 飼 養

し て い る 法 人 が 増 頭 す る 場 合 の

み を 対 象 と し 、通 算 補 助 対 象 頭 数

の 上 限 を 3 0頭 と す る 。  

和 牛 ヘ ル パ ー 利 用

促 進 事 業  

和 牛 を 飼 養 す る 農 業 者 等 が 、 市 内 の ヘ ル パ ー

利 用 組 合 が 行 う 和 牛 ヘ ル パ ー 事 業 の 利 用 に 要

す る 経 費  

補 助 対 象 経 費 の ３ 分 の １ 以 内  

乳 用 牛 増 頭 推 進 事

業  

１  補 助 対 象 経 費  １  導 入 に よ る 増 頭  

乳 用 牛 を 飼 養 す る 農 業 者 等 が 、 乳 用 牛 の 増

頭 及 び 乳 量 の 高 い 高 能 力 牛 へ の 更 新 の た め の

乳 用 牛 の 導 入 又 は 自 家 保 留 に 要 す る 経 費  

１ 頭 当 た り ７ 万 円 以 内  

２  補 助 対 象 要 件  ２  導 入 に よ る 更 新  

(１ )  ５ 年 以 上 継 続 し た 乳 用 牛 飼 養 が 確 実

で あ る こ と 。  

１ 頭 当 た り 3 5 , 0 0 0円 以 内  

(２ )  乳 用 牛 群 検 定 事 業 を 実 施 し て い る こ

と 。  

３  自 家 保 留  

(３ )  導 入 は 、 広 島 県 酪 農 業 協 同 組 合 が 実

施 す る 事 業 に よ る 酪 農 協 有 牛 で あ る こ

と 。  

１ 頭 当 た り １ 万 円 以 内 。 た だ

し 、自 家 保 留 は 初 産 分 娩 を も っ て

対 象 と す る 。  

乳 用 牛 受 精 卵 導 入

事 業  

乳 用 牛 を 飼 養 す る 農 業 者 等 が 、 乳 用 牛 へ 広 島

県 が 造 成 し た 黒 毛 和 種 の 種 雄 牛 の 精 子 を 交 配

さ せ た 受 精 卵 を 移 植 す る 経 費  

補 助 対 象 経 費 の ３ 分 の １ 以 内 で 、

１ 回 当 た り の 上 限 は 8 , 5 0 0円 と す

る 。た だ し 、補 助 の 対 象 と す る 同

一 牛 へ の 移 植 は 年 ２ 回 以 内 と す

る 。  
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乳 用 牛 群 検 定 事 業  乳 用 牛 を 飼 養 す る 農 業 者 等 が 、 広 島 県 酪 農 業

協 同 組 合 に 委 託 し て 行 う 乳 用 牛 群 検 定 に 要 す

る 経 費  

補 助 対 象 経 費 の 1 0分 の ２ 以 内  

乳 用 牛 ヘ ル パ ー 利

用 促 進 事 業  

乳 用 牛 を 飼 養 す る 農 業 者 等 が 、 広 島 県 酪 農 業

協 同 組 合 が 行 う 酪 農 ヘ ル パ ー 事 業 の 利 用 に 要

す る 経 費  

補 助 対 象 経 費 の 1 5分 の １ 以 内  

 

豚 防 疫 対 策 事 業  豚 を 飼 養 す る 農 業 者 等 が 、 豚 の 伝 染 病 の 予 防

接 種 等 に 要 す る 経 費  

補 助 対 象 経 費 の ３ 分 の １ 以 内  

種 豚 確 保 対 策 事 業  豚 を 飼 養 す る 農 業 者 等 が 、 自 家 利 用 す る 繁 殖

用 種 豚 （ 雌 雄 ） を 生 産 す る た め の 純 粋 種 精 液

の 利 用 に 要 す る 経 費  

純 粋 種 精 液 １ セ ッ ト 当 た り １ 万

円 以 内  

家 畜 飼 養 施 設 増 改

築 等 支 援 事 業  

１  補 助 対 象 経 費  補 助 対 象 経 費（ 次 の 各 号 の 区 分 に

応 じ 、当 該 各 号 に 定 め る 額 を 上 限

等 と す る 。 ） の ４ 分 の １ 以 内 。  

(１ )  畜 舎 の 新 築  

上 限 5 0 0万 円  

和 牛 、 乳 用 牛 又 は 豚 を 飼 養 す る 農 業 者 等

が 、飼 養 規 模 拡 大 及 び 飼 養 形 態 改 善 の た め 、

実 施 す る 畜 舎 及 び 堆 肥 舎 の 新 築 及 び 増 改

築 、 既 存 施 設 の 取 得 及 び 給 排 水 設 備 そ の 他

飼 養 に 必 要 な 施 設 の 整 備（ 以 下「 増 改 築 等 」

と い う 。 ） の た め に 必 要 な 経 費  

(２ )  畜 舎 の 増 改 築  

上 限 2 0 0万 円 、 下 限 5 0万 円  

(３ )  堆 肥 舎 の 新 築  

上 限 3 0 0万 円  

２  補 助 対 象 要 件  (４ )  堆 肥 舎 の 増 改 築  

(１ )  飼 養 技 術 を 習 得 し 、 事 業 実 施 後 ５ 年

以 上 継 続 し て 家 畜 飼 養 が 確 実 で あ る こ と

及 び 増 頭 の 計 画 が あ り 、 適 正 な 建 物 規 模

で あ る こ と 。  

上 限 1 0 0万 円 、 下 限 3 0万 円  

(２ )  増 改 築 等 に 必 要 な 資 金 計 画 が で き て

い る こ と 。  

(５ )  既 存 施 設 の 取 得  
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(３ )  建 設 用 地 の 確 保 及 び 農 地 転 用 な ど 、

制 度 上 必 要 な 手 続 が 完 了 し て い る こ と 。  

上 限 5 0 0万 円  

(６ )  給 排 水 設 備 そ の 他 の 飼

養 に 必 要 な 施 設 の 整 備  

上 限 1 0 0万 円 、 下 限 3 0万 円  

水 田 放 牧 促 進 事 業  １  補 助 対 象 経 費  補 助 対 象 経 費 の ４ 分 の １ で 、上 限

は ６ 万 円 と す る 。  和 牛 を 飼 養 す る 農 業 者 等 が 、 市 内 の 転 作

田 等 へ 和 牛 等 を 放 牧 す る た め に 必 要 な 牧 柵

の 購 入 に 要 す る 経 費  

２  補 助 対 象 要 件  

(１ )  市 内 の 転 作 田 等 に 放 牧 す る こ と 。  

(２ )  耕 種 農 家 が 所 有 す る 転 作 田 等 に 放 牧

す る 場 合 、 所 有 す る 農 家 と 放 牧 契 約 を 結

ぶ こ と 。  

(３ )  牧 柵 の 種 類 は 、 電 気 牧 柵 、 有 刺 鉄 線

等 と す る 。  

(４ )  放 牧 す る 面 積 を 原 則 １ 区 画 5 0ア ー ル

以 上 と し 、 谷 間 な ど 範 囲 が 限 定 さ れ る 場

合 に お い て は 、概 ね 3 0ア ー ル と す る こ と 。 

(５ )  複 数 個 所 で 牧 柵 等 を 設 置 す る 場 合

は 、 そ れ ぞ れ の 放 牧 箇 所 が 上 記 の 条 件 を

満 た す こ と 。  

(６ )  牛 の 運 動 場 は 対 象 と し な い 。  

(７ )  事 業 終 了 後 、 ３ 年 以 上 放 牧 を 継 続 す

る こ と 。  

畜 産 共 進 会 開 催 事

業  

ひ ろ し ま 農 業 協 同 組 合 庄 原 地 域 本 部 が 開 催 す

る 地 域 共 進 会 等 に 要 す る 経 費  

定 額  

備 考  

１  基 礎 牛 と は 、 生 産 さ れ た 6 0月 齢 以 下 の 繁 殖 用 和 牛 と す る 。  

２  地 域 共 進 会 等 と は 、 庄 原 市 役 所 支 所 設 置 条 例 （ 平 成 1 7年 庄 原 市 条 例 第 ９ 号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 所
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管 区 域 及 び 庄 原 市 全 域 か ら そ れ を 除 く 区 域 ご と に 開 催 さ れ る 畜 産 共 進 会 及 び 子 牛 共 励 会 と す る 。  

３  繁 殖 用 和 牛 造 成 推 進 事 業 に つ い て は 、 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 に お い て 、 概 算 払 に よ り 補

助 金 の 全 部 又 は 一 部 を 交 付 す る こ と が で き る 。  

様 式 （ 省 略 ）  


